
二
乙
第
一
六
九
〇
号 

所
轄
内
民
戸
連
檐

れ
ん
た
ん

之
雪
中
等
通
行
ス
ヘ
キ 

 
 
 

 

※
連
檐
：
軒
を
連
ね
る
こ
と 

「
雁
木
」
ニ
係
ル
地
所
ハ
官
有
道
路
敷
ノ
部 

分
ニ
属
ス
ル
哉 や 

或
ハ
民
有
地
（
有
税
無
税
ノ

区
分
ヲ
要
ス

）
ニ
シ
テ 

公
衆
交
通
ノ
用
ニ
供
セ
ル
儀
ニ
候
哉

そ
う
ろ
う
や 

又
其 

維
持
費
負
担
之
方
法
等
詳
細
可

取

調

と
り
し
ら
べ
る
べ
き 

旨
本
縣
ヨ
リ
申
越
ニ
付 

至
急
調
書
差
出
可 

有
之 

此
段

こ
の
だ
ん

申
入

も
う
し
い
れ

候

也

そ
う
ろ
う
な
り 

 

明
治
廿
六
年
八
月
四
日 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

中
頸
城
郡
役
所 

印 

 

高
田
町
長 

 

室 

十
一
郎 

殿 

 
 

追
テ
官
民
地
ノ
区
分
ハ
図
面
へ
明
記
ス
ル 

 
 

ヲ
要
之
候 

此
旨
申
添
候
也 

   

甲
第
三
六
二
号 

郡 

長 

宛 

客
月

か
く
げ
つ

八
日 

二
乙
第
一
六
九
〇
号
ヲ
以
テ
当
町
内
民 

戸
連
檐
ニ
依
リ
雪
中
等
通
行
ス
ヘ
キ
雁 

木
ニ
係
ル
地
所
ハ
官
民
有
道
路
敷
之
区
別 

及
維
持
費
負
担
之
方
法
等
詳
細
取
調
方 

本
縣
ヨ
リ
申
越
之

趣
お
も
む
き 

以
通
達
相
成
候
ニ
付 

取
調
候

処
と
こ
ろ 

雁
木
ニ
係
ル
地
所
ハ
一
般
市
街
宅
地 

内
ニ
シ
テ
従
テ
有
租
地

ゆ

う

そ

ち

ニ
有
之

こ
れ
あ
り 

且
ツ
維
持
費
之
儀 

ハ
各
所
有
者
ニ
於 お

い

テ
負
担
致
事
候

条
じ
ょ
う 

此
段 

上
申
致
候
也 

高
田
町
に
お
い
て
積
雪
時
に
通
行

し
て
い
る
「
雁
木
」
の
地
所
は
、

官
有
道
路
敷
に
属
す
る
の
か
、
あ

る
い
は
民
有
地
で
あ
り
な
が
ら
公

衆
交
通
の
た
め
に
供
出
し
て
い
る

の
か
。
民
有
地
だ
と
し
た
ら
、
有

税
か
無
税
か
。
ま
た
、
雁
木
の
維

持
費
負
担
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
な
ど
の
詳
細
を
調
べ
る
よ
う
、

県
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
の
で
、
至

急
、
調
書
を
提
出
し
な
さ
い
。 

 

明
治
26
年
８
月
４
日 

中
頸
城
郡
役
所 

高
田
町
長 

殿 

後
で
、
官
と
民
の
区
分
を
図
面

に
明
記
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
申
し
添
え
ま
す
。 

郡 

長 

宛 

先
月
の
文
書
に
よ
る
指
示
に
つ
い

て
、
当
町
の
雁
木
に
係
る
地
所
の

官
民
の
区
別
、
維
持
費
負
担
の
方

法
等
の
詳
細
を
調
べ
な
さ
い
と
の

県
か
ら
の
通
達
が
出
た
と
の
こ
と

で
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、 

雁
木
に
係
る
地
所
は
、
一
般
市
街

宅
地
内
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
有

税
地
で
す
。
加
え
て
維
持
費
は
各

所
有
者
が
負
担
し
て
い
ま
す
の

で
、
上
申
し
ま
す
。 


